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令和２年芽室町議会定例会９月定例会議の運営について（案） 

 

１ 提案予定事項について 

 

 （１） 町長提案   資料１－１ 

 

 （２） 議会提案   資料１－２ 

 

２ 提案予定事項の審査方法について 

（１） 令和元度芽室町各会計決算認定１０件は、予算決算特別委員会に付託し、

９月７日～９日、１１日の日程で審査を行う。（別紙『令和元年度芽室町各会

計決算認定（１０件）の審査日程』を参照のこと） 

（２） 令和２年度芽室町各会計補正予算５件は、予算決算特別委員会に付託し、

提案日の本会議休憩中に審査する。 

（３） 連合北海道芽室地区連合から提出の「「「子どもの貧困」解消など教育予算

確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への

復元、教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向けた意見書」

の提出を求める陳情」は１日提案し、厚生文教常任委員会に付託し、今定例

会議中に審査する。 

（４）全日本年金者組合北海道本部芽室支部からの「「加齢による難聴者の補聴器購

入に対する公的補助制度の創設を求める意見書」を国に提出することを求め

る陳情」は１日提案し、厚生文教常任委員会に付託し、今定例会議中に審査

する。 

（５） 上記（１）から（４）以外の町長提案及び議会提案の議案等は、全件を提

案日に本会議において説明のうえ審議・報告を行う。 

 

３ 本会議の日程について 

  ９月定例会議における本会議の日程は、９月１日（火曜）、１５日（火曜）、１６

日（水曜）、９月２４日（木曜）の４日間とする。 

 

４ 議案送付期日について  

（１） ９月１日（火曜）の本会議の議案送付日は、８月２８日（金曜）とする。 

（２） ９月１５日（火曜）及び１６日（水曜）の本会議の議案は、９月１１日（金

曜）に送付する。ただし、一般質問以外に議案がないときは当日配布とする。 

（３） ９月２４日（木曜）の本会議の議案送付日は、９月１８日（金曜）とする。 

 

５ 一般質問について 

（１） 一般質問は、９月１５日（火曜）、１６日（水曜）の２日間で行う。 
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（２） 通告期間は、９月２日（水曜）の午前９時から午後５時までとする。 

     ただし、正午から午後１時までの時間は、除くものとする。 

（３）質問時間は、９０分以内とし、初回は通告どおり一括して質問を行い、再質

問以降は、一問一答方式により質問する。 

（４）質問順序は、通告順とする。 

（５）通告書は事務局に備える（議会ホームページからも印刷可能）。 

（６）一般質問の内容は、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始すること

なく、質の高い政策論議を目指した内容であることとする。 

・９月２日（水曜）は、議長（または事務局経由）へ提出する期日であり、

提出以降に一切の修文が無いよう、８月２４日（月曜）から８月３１日（月

曜）午後５時までに、事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・内

容等の確認などを終了しておくこと。 

・なお、事務局あてＥメール（添付）及びファックスでの事前整理を認める

こととする。 

・通告後に質問内容を撤回する場合は、書式をもって議長（または事務局経

由）に提出すること。 

 （７）議員提出議案（修正案等を含む）を提出する際は、提出の意思が明確になっ

た段階で、事前に事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・内容等

の確認などを終了し、議長（または事務局経由）に提出すること。 

 



区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日

議　　案 (1) 芽室町教育委員会委員任命につき同意を求める件 任期満了に伴う任命

(2) 芽室町監査委員選任につき同意を求める件 任期満了に伴う選任

(3) 議場システム構築工事請負契約締結の件

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
又は処分に関する条例第２条に基づき、議会
の議決を得ようとするもの

(4) 町の区域変更の件
地方自治法第260条に基づき、議会の議決を
得ようとするもの

(5) 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託について
地方自治法第252条の2の2第3項に基づき、議
会の議決を得ようとするもの

(6) 新嵐山運動広場の設置及び管理条例廃止の件 使途の廃止に伴う廃止

(7)
芽室町固定資産評価審査委員会条例中一部改正の
件

行政手続等における情報通信の技術の利用に
関する法律の一部改正に伴う改正

(8) 芽室町新嵐山スカイパーク設置条例中一部改正の件
新嵐山スカイパークの区域の名称及び位置の
整理に伴う改正

(9)
芽室町国民宿舎等の設置及び管理運営に関する条例
中一部改正の件

同上

(10) 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 加入団体の脱退に伴う変更

(11) 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 加入団体の脱退に伴う変更

(12)
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変
更について

加入団体の脱退に伴う変更

(13) 令和２年度芽室町一般会計補正予算（第６号）

(14)
令和２年度芽室町介護保険特別会計補正予算（第２
号）

(15) 令和２年度芽室町下水道事業会計補正予算（第２号）

(16) 令和２年度芽室町上水道事業会計補正予算（第２号）

(17)
令和２年度芽室町公立芽室病院事業会計補正予算
(第１号)

認　　定 (18) 令和元年度芽室町一般会計決算認定の件

(19)
令和元年度芽室町国民健康保険特別会計決算認定
の件

(20)
令和元年度芽室町後期高齢者医療特別会計決算認
定の件

【令和２年芽室町議会定例会９月定例会議提案予定事項一覧】  資料１－１

件　　　　　　　　　　　　　　　名

初　　日



区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日件　　　　　　　　　　　　　　　名

認　　定 (21) 令和元年度芽室町介護保険特別会計決算認定の件

(22)
令和元年度芽室町地域開発事業特別会計決算認定
の件

(23)
令和元年度芽室町公共下水道特別会計決算認定の
件

(24) 令和元年度芽室町集落排水特別会計決算認定の件

(25) 令和元年度芽室町簡易水道特別会計決算認定の件

(26) 令和元年度芽室町上水道事業会計決算認定の件

(27)
令和元年度芽室町公立芽室病院事業会計決算認定
の件

行政報告 (28) 損害賠償等請求控訴事件の判決について

報　　告 (29)
令和元年度芽室町健全化判断比率及び資金不足比
率報告の件

地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づく
報告

議　　案 (30) 令和元年度芽室町上水道事業会計剰余金処分の件 剰余金の処分

最終日

初　　日
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令和２年芽室町議会定例会９月定例会議提案予定事項 

 

令和２年８月２４日（月曜） 

芽室町議会 

区 分 件 名 要 旨 提案日 

委員会報告 議会運営について 
議会運営委員会の審議結

果報告 

初 日 

１５日 
（一般質問
の日程等） 

陳 情 

「「子どもの貧困」解消な

ど教育予算確保・拡充と就

学保障、義務教育費国庫負

担制度堅持・負担率２分の

１への復元、教職員の超

勤・多忙化解消・「３０人

以下学級」の実現に向けた

意見書」の提出を求める陳

情 

芽室町東１条南１丁目 
連合北海道芽室地区連合 

 会長 北畑 圭一郎  

初日 

「加齢による難聴者の補聴

器購入に対する公的補助制

度の創設を求める意見書」

を国に提出することを求め

る陳情 

芽室町東８条５丁目 

全日本年金者組合北海道

本部芽室支部 

支部長 岩佐 重春 

議長発議 議員派遣の件 

議会報告と町民との意見

交換会（１０月～１１月

町内各小中学校） 

最終日 

 



令和元年度芽室町各会計等決算認定（１０件）の審査日程 

審 査 日 審 査 項 目 

９月１日（火曜） 

９時３０分～ 

 

９月定例会議（本会議）  

◎提案理由の説明 

 

◎監査委員からの監査報告  

９月７日（月曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎財政分析等の説明及び質疑  

 

◎特別会計（７会計）  

 

◎事業会計（２会計）  

９月８日（火曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎一般会計 

 １ 議 会 費   ４ 衛 生 費 

 ２ 総 務 費   ５ 農林産業費 

 ３ 民 生 費 

９月９日（水曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎一般会計 

６ 商 工 費   11 諸支出金 

７ 土 木 費   12 職 員 費 

 ８ 消 防 費   13 予 備 費 

 ９ 教 育 費   14 災害復旧費 

 10 公 債 費   

 

◎歳入全般 

９月１１日（金曜） 

９時３０分～ 

（予算決算特別委員会）  

◎全会計一括討論・全会計一括採決  

９月２４日（木曜） 

９時３０分～ 

 

９月定例会議（本会議）  

◎全会計一括討論・会計ごとに採決  

※日程変更が考えられますので、説明員にあっては即対応できるように 

お願いします。 

 

資料１別紙  


